　　　令和８年３月１０日栃木市告示第５７号農業経営基盤強化促進法第１９条第７項の規定により公告・縦覧した地域計画の変更案に対する意見について
　　　　　　　　　　　　　　　　 
１．縦覧期間
	令和　８年　３月１１日から
	令和　８年　３月２４日まで

２．計画変更に関する意見数　１件（提出者数１２名）

３．意見の趣旨および処理結果
	地区名
	意見の趣旨
	市の考え方
	案の修正
有無

	家中
	　一団の農用地で農地転用が行われることで、地域の営農に支障を生じる懸念があるので、事業計画を再検討してほしい。
	[bookmark: _GoBack]　事業計画が区域における農用地の効率的かつ総合的な利用に支障がないことが、地域の利害関係人との間で合意されたと認められないため、計画変更は保留とする。
	有



　
